
（介護予防）認知症対応型共同生活介護

重要事項説明書

グループホーム　ソレイユの家

特定非営利活動法人 シティウイング



１　事業者

所 在 地 東京都葛飾区東立石４－２０－１

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 ０３（５６７２）２９４１

ホ ー ム ペ ー ジ http://www.city-wing.com

E ‐ mail soleiyunoie@city-wing.com

ホ ー ム 長 川崎　恵美

最 寄 り 駅 京成線立石駅より徒歩７分

電 話 番 号 ０３（５６５４）２９４０

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 ０３（５６５４）２９４８

（介護予防）認知症対応型共同生活介護

重要事項説明書

２　事業所の概要

名 称 グループホーム　ソレイユの家

事 業 者 番 号 １３９２２０００９１

代 表 者 理事長　日向野　真由美

電 話 番 号 ０３（５６７２）２９４０

あなたに（介護予防）認知症対応型共同生活介護サービスを提供するに先立ち、以下のと

おり重要事項を説明いたします。

名 称 特定非営利活動法人　シティウイング（本部）

所 在 地 東京都葛飾区立石５丁目２２番７号　太陽ビル１階

設 立 年 月 日 平成１８年８月２日
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３　事業所設備の概要

４　職員体制

５　職員勤務体制　※休憩１時間含む

６　休業日

休業日 な　し

日　勤 　９：００～１８：００

遅　番 １１：００～２０：００

夜　勤 １６：３０～翌日９：３０

介 護 従 事 者 １１名以上
従事者は、介護計画に基づき、指定（介護予防）認
知症対応型共同生活介護を提供する。

区　分 勤務時間

早　番 　７：００～１６：００

計画作成担当者 ２名
計画作成担当者は、それぞれの利用者の心身の状態
に応じた介護計画を作成する。

浴室・脱衣室 各階１ケ所

建　物

共用施設

居室数 １８室（各階９室） 入居定員

エレベーター １基

構造 鉄筋造２階建て

敷地面積 ４０５．８２㎡ 延床面積 ４７３．９２㎡

管 理 者 １名 管理者は、事業所の従事者の管理を一元的に行う。

１８名（各階９名）

食堂・居間・台所 各階１ヵ所

トイレ 各階３ヶ所

2 



７　サービス内容

（１）介護保険給付サービス

①サービス内容

医師往診等の
手配

医師の往診の手配、その他療養上のお世話をします。

生活相談
介護サービスに関することを含め、日常生活全般に関するご相談を承
ります。

行政手続代行
行政手続の代行をお受けいたします。手続に関する経費は、その都度
お支払いいただきます。

主な支援内容

①食事の支度・居室清掃・洗濯等の家事一般支援

②着替え・洗面・食事・排泄・入浴・服薬管理・散歩等の生活一般支
援

入　　浴 原則として毎日ご利用いただけます。

排　　泄
利用者の身体能力に応じ、適切な排泄介助と、排泄の自立支援を行い
ます。おむつ交換は随時交換とします。

機能訓練
離床支援・家事共同作業・散歩同行・軽体操等により、生活機能の維
持・改善に努めます。

・利用者の身体状況・嗜好・栄養のバランスに配慮して提供します。

・食材料費は給付対象外です。

・食事は、各階の居間兼食堂において、スタッフと一緒に下記の時間
帯にお摂りいただきます。

　①朝食（午前７時頃）

　②昼食（正午頃）

　③夕食（午後６時頃）

種　類 内　　容

介護計画の立案
利用者の心身の状況・希望・生活環境を踏まえて、援助の目標及び目
標を達成するための具体的なサービス内容を記載した介護計画を作成
します。また、必要に応じて計画の変更を行います。

食　　事
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②利用料金（一日につき）

③加算料金

協力医療機関
連携加算

月 １００
相談・診療を行う体制を常時確保している協力医療機関と連
携をしている。

医療連携体制
加算Ⅰ（ハ）

１日 ３７
事業所の職員としてまたは病院、診療所若しくは訪問看護ス
テーションの看護師との連携により、２４時間連絡できる体
制を確保し、看護師を１名以上確保している。

入院時費用
加算

１日 ２４６
入院後３ヵ月以内に退院が見込まれる入居者について、退院
後の再入居の受入れ体制を整えている場合に加算。
※１月に６日を限度。

退居時相談援助
加算

１回 ４００

①利用期間が１ケ月を超える利用者が退居し、その居宅で居
宅サービスまたは地域密着型サービスを利用すること。

②退居時に利用者及び家族に対して、退居後の居宅サービス
や地域密着型サービス、保険医療サービス、福祉サービスな
どについて相談援助を行うこと。

③利用者の同意を得て、退居の日から２週間以内に退居後の
居住地を管轄する区市町村及び老人介護支援センターまたは
地域包括支援センターに対して、利用者の介護状況を示す文
書を添えて、居宅サービスまたは地域密着型サービスに必要
な情報を提供すること。

初期加算 １日 ３０
入居した日から起算して３０日以内の期間は、１日につき３
０単位を加算。

口腔衛生管理体
制加算

月 ３０
介護職員が歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士
より、口腔ケアに係る技術的助言及び指導を受けているこ
と。

項　目 期間 単位 条　件

介護職員等処遇
改善加算

Ⅱ
― ―

介護報酬総単位×17.8％（一単位未満の端数四捨五入）×
10.90（一円未満の端数切捨て）×10％

要介護５ ８４５ 9,210円 921円 1,842円 2,763円

要介護４ ８２８ 9,025円 903円 1,805円 2,708円

要介護３ ８１２ 8,850円 885円 1,770円 2,655円

要介護２ ７８８ 8,589円 859円 1,718円 2,577円

要介護１ ７５３ 8,207円 821円 1,642円 2,463円

要支援２ ７４９ 8,164円 817円 1,633円 2,450円

区分 単位 サービス費 １割 ２割 ３割
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（２）介護保険給付外サービスと費用

８　入退居の手続き（サービス提供の手順）

（１）サービス利用開始（入居手続）

①
相談窓口へ入居申込の連絡をいただいた際に、入居条件が満たされ、かつ、
空室がある場合には入居手続きが可能です。また、空室がない場合には、待
機者として登録させていただきます。

②
入居手続きにつきましては、「被保険者証」の確認、利用者及び家族の面
談、医師の診断書、利用者の希望・心身の状況の把握等を基に、入居の可否
を判断させていただきます。

③

入居が決まりましたら契約書等を締結させていただき、その後は介護計画を
作成し、サービスを開始させていただきます。なお、居宅介護支援事業所に
居宅サービス計画の作成を依頼している場合には、事前に担当の介護支援専
門員とご相談下さい。

おむつ代 その都度 実　費

その他個人
的に必要な
日常生活代

衣服・洗面用具などの日用品・嗜好品など その都度 実　費

医療費 医療機関と利用者との契約になります。 その都度 実　費

理・美容費 その都度 実　費

※家賃・共益費は、入退居時において日割計算となります。光熱水費・食材料費は、入
退居、外泊、入院時は日割計算となります。食材料費は、朝食・昼食・おやつ・夕食いず
れかのサービスを利用された場合、日額の利用料金が適用されます。

種　類 内　　容
金　　額

単　位 金　額

光熱水費 電気（冷・暖房）、ガス、上・下水道 559円 17,000円

食材料費
朝食、昼食、夕食、おやつの材料費
（朝食350円・昼食450円・おやつ81円・夕食
500円）

1,381円 42,000円

家　賃 個室（約６畳の広さ）の部屋代 2,564円 78,000円

共益費

町会費、入居者用の自動車維持費、エレベー
ター・自動ドア保守点検費、サニタリー消耗
品費、共用スペース保守費、共用の電球等の
消耗品費、新聞雑誌等の費用等

427円 13,000円

種　類 内　　容

金　　額

日額 月額

敷　金
退居時、原状回復費をご精算の上、残金を返
金致します。

― 156,000円

5 



（２）サービス利用終了（退居手続）

９　当法人グループホームの特長

（１）運営理念

④利用者またはその家族等が、事業者やサービス従業者または他の利用者に
対して本契約を継続しがたいほどの背信行為を行った場合。

⑤利用者の協調性の著しい欠如、身体能力や機能の著しい低下、または認知
症状の著しい進行など、グループホームでの共同生活が不可能であると事業
者が判断した場合。

運営理念

太陽のように明るく、温かく、その人らしさ、安心、安全、快適、健康
を支援し、今までの暮らしのリズムに目を向け、家族やその人の関係
者、地域の人々の繋がりを大切に、その立場に立ち、楽しみながら過ご
せるような生活支援をしてまいります。

④

【その他】

事業者は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、文書で通知す
ることにより、直ちにこの契約を解除することができます。

①利用者のサービス利用料金の支払いが６０日以上遅延し、料金を支払うよ
う催告したにもかかわらず、３０日以内に支払われない場合。

②利用者の入院もしくは病気等により、６０日以上にわたってサービスが利
用できない状態であることが明らかになった場合。ただし、施設内または施
設活動中の事故により入院した場合はこの期間を９０日とします。

③利用者が当該共同生活住居を損傷する行為を反復したとき。

③

【自動終了する場合】

　次の場合は、双方の通知がなくても自動的にサービスは終了いたします。

①利用者が当施設を退居した場合。

②利用者が要介護認定の更新手続きで「非該当（自立）」または「要支援
１」と認定された場合。

③利用者が死亡または被保険者資格を喪失した場合。

④利用者が他の介護保険施設等へ入所した場合。

①

【利用者の都合で終了する場合】

利用者は、事業者に対し、３０日前までに文書等で通知することにより、こ
の契約を解除することができます。
ただし、利用者の病変、急な入院などやむを得ない事情がある場合は、契約
終了希望日の１０日間以内の通知でもこの契約を解除することができます。

②

【当事業者の都合で終了する場合】

利用者の入院に伴い退院の見込みがない場合、人員不足で所定のサービス
が提供できない場合等のやむを得ない事情によりサービス提供を終了させて
いただく場合がございます。その場合は、終了３０日前までに理由を示した
文書で通知いたします。
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（２）サービス利用のために

１０　入居に当たっての留意事項

１１　守秘義務

そ の 他
地域密着型サービスのため、利用者の区外への住民票の異動には、必
ず事前に相談して下さい。

守秘義務
当法人は、本件サービスを提供する上で知り得た利用者およびその家族
等に関する秘密を正当な理由なく第三者に開示または漏洩しません。こ
の守秘義務は本契約が終了した後においても同様の効力を有します。

宗 教
利用者による信仰・宗教は自由です。ただし、ホーム内での信仰・宗
教活動は禁止いたします。

居住・居室の利用
この共同生活住居内の設備・備品等は本来の用法に従って大切にご利
用下さい。これに反した利用により破損等が生じた場合は、賠償して
いただくことがあります。

迷 惑 行 為

①騒音の発生、放歌高吟等他の利用者の迷惑になる行為はご遠慮願い
ます。

②承諾無しに他の利用者の居室に立ち入らないで下さい。
なお、場合によっては強制退居していただく場合がございます。

飲 酒 ・ 喫 煙
ホーム内での喫煙・飲酒はご遠慮いただきます。喫煙につきましては
指定の場所でお願いいたします。また飲酒につきましては、原則とし
て自室内でお願いいたします。

所持金（現金）
貴 重 品 等

金銭管理は利用者及び家族と相談のうえ、数千円を限度とした預かり
金とします。貴重品については、家族のいない方で本人が管理出来な
い場合のみお預かりし、管理いたします。

持 込 品

ベッド、家具、電化製品（テレビ等）、衣類、食器類、日用品の持ち
込みは可能です。今までお住まいのところで使い慣れた品々をお持ち
下さい。なお、刃物（剃刀・ナイフ等）、火気（ライター・マッチ）
等の危険物のお持ち込みは禁止させていただきます。

面 会 時 間

面会時間の制限はなく自由です。但し、利用者の治安維持・安全確保
の観点により、午後８時以降から翌朝午前６時頃まで内部から施錠い
たしておりますので、特に夜間の面会時には事前のご連絡をお願いい
たします。なお、面会簿に必要事項を必ずご記入下さい。

外 出 ・ 外 泊
外出・外泊前に必ず行き先と帰省予定日時、食事の有・無等を届けて
下さい。

宿 泊
入居者のお部屋への宿泊は自由です。宿泊される際は、必ず許可を受
けて下さい。（来訪者名簿への記入もお願いします）

従業員への研修の実施 有

家族等への面会制限の有無 無

事　　項 有・無 備　　考
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１２　記録の保管

１３　損害賠償

１４　緊急時の対応

１５　事故発生時の対応及び損害賠償

損害賠償
当法人は、本件サービスの提供に伴って、当法人の責に帰すべき事由に
より、利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼし、法的な賠償責任を負
う場合は、利用者に対して、その損害を賠償します。

緊急時の対応
利用者の健康状態の急変などの緊急時は、予め定められた連絡先へ速や
かに連絡すると共に、主治医への連絡、協力病院・救急病院への搬送等
必要な措置を講じます。

事故発生時の対
応及び損害賠償

①事業者は、共同生活介護サービスの提供にあたって、事故が発生した
場合には、速やかに利用者の代理人、家族または身元引受人に連絡及び
報告すると共に必要な措置を講じます。区市町村に報告すべき事故が発
生した場合には、区市町村に連絡及び報告します。

②①の場合において、利用者の生命・身体・財産に損害が生じた場合に
は、事業者は速やかに利用者の損害を賠償します。ただし、事業者に故
意・過失がない場合にはこの限りではありません。

③②の場合において、当該事故発生につき利用者に過失がある場合は、
損害賠償の額を減額することができます。

④利用者の故意または過失により施設（居室を含む）または備品に通常
の保守・管理の程度を越える補修等が必要となった場合には、利用者が
その費用を負担します。

利用者の記録には下記事項を記載するものとします。

①  健康状態（睡眠状況、バイタルチェックに関する事項）

②  食事の有無、程度、内容

③  排泄の状況

④  入浴の有無

⑤  医師の診断及び指導内容

⑥  生活の状況（レクリエーション活動、外出など）

⑦  介護事故に関する事項（誤嚥、転倒など）

記録の内容

記録の保管

当法人は、利用者の共同生活介護サービスの提供に関する記録を整備
し、その完結の日から３年間保存します。利用者及び代理人、家族又は
身元引受人は、必要がある場合は、記録の閲覧及び自費による謄写を求
めることができます。
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１６　身体の拘束、虐待等の禁止

１７　ハラスメントの防止

１８　非常火災の時の対策

名 称

所 在 地

電 話 番 号

１９　協力医療機関

名 称 医療法人財団ファミーユ　かつしか心身総合クリニック

所 在 地 東京都葛飾区東金町１－４１－１　桜井ビル2階

電 話 番 号 ０３（３６２７）０２３３

消防訓練
火災・地震等を想定した訓練を行います。
防災訓練　年1回　避難訓練　年1回

防火設備
スプリンクラー・自動火災報知器・非常通報装置・火災通報装置・火災
通報専用電話機・熱探知機・煙感知器・誘導灯・消火器

防火管理者 川崎　恵美（ホーム長）

身体の拘束、虐
待等の禁止

①事業所は、サービス提供中に、当該事業所従事者又は養護者（利用者
の家族等高齢者を現に養護する者）に虐待を受けたと思われる利用者を
発見した場合は、速やかに、これを区市町村に通報いたします。

②事業所は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するた
め緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限
する行為は行わない。やむを得ず身体拘束を行う場合には、その様態及
び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記
録いたします。

ハラスメントの
防止

当法人の定める「就業規則」に基づき、事業所におけるハラスメント行
為を禁止します。
ハラスメントは、「パワーハラスメント」のみならず、「セクシュアル
ハラスメント」「マタニティハラスメント」「出産・育児に関するハラ
スメント」、加えて法人事業の利用者及び家族関係者による職員への
「カスタマーハラスメント」も含まれます。
利用者及び家族関係者による「カスタマーハラスメント」の場合、サー
ビスの提供が事業所以外の場所である事もあり、その場合は「職場」と
して扱います。

災害時の対応 利用者の安全かつ迅速な避難誘導
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２０　協力歯科医療機関

２１　協力訪問看護ステーション

２２　相談・苦情申し立て窓口

電話：０３（６２３８）０１７７

２３　重要事項の変更

重要事項の変更
重要事項説明書に記載された内容が変更された場合には、利用者及び
代理人、家族または身元引受人に対して文書で通知し、記名によって
同意をいただきます。

２４　第三者評価

実 施 の 有 無

直 近 の 年 月 日

評 価 機 関 の 名 称

評価結果の開示状況

有

２０２　年　　月　　日

特定非営利活動法人　地域医療・福祉サービス復興会

事業所内及びインターネット（副ナビ）にて開示

当事業所事務室

【担 当 者】　川崎　恵美

【利用時間】　毎　日　９:００～１８:００

【電話番号】　０３（５６５４）２９４０

外部苦情申立機関

葛飾区役所　介護保険課

住所：東京都葛飾区立石５－１３－１

電話：０３（３６９５）１１１１（代表）

東京都国民健康保険団体連合会

住所：東京都千代田区飯田橋３－５－１　東京区政会館１１階

名 称 医療法人社団桜栄会　綾瀬デンタルクリニック

所 在 地 東京都葛飾区小菅４－１１－５　第９優和ビル１階２階

電 話 番 号 ０３（６６６２）４４７１

名 称 株式会社ISITEN（在宅療養支援 ステーション楓の友かつしか）

所 在 地 東京都葛飾区亀有1-15-23　間医療モール3F

電 話 番 号 ０３（６８２１）５５１７
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【事　業　者】

（所在地）東京都葛飾区立石５－２２－７　太陽ビル１階

（名　称）特定非営利活動法人　シティウイング

（代表者）理事長　　　　日向野　真由美　　㊞

【サービス提供事業所】

（所在地）東京都葛飾区東立石４－２０－１

（名　称）グループホーム　ソレイユの家

（説明者）ホーム長　　　川崎　恵美　　　　㊞

以上の内容に間違いなく、同意し、交付を受けました。

令和　　　年　　　月　　　日

特定非営利活動法人 シティウイング　殿

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　

代理人　　　　　　　（続柄　　　　　　　）

（介護予防）認知症対応型共同生活介護の提供開始にあたり、利用者に対して本書面に基

づいて重要な事項を説明しました。
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